
JP 4382359 B2 2009.12.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　混合カットされた宝石であって、
　ガードル平面内のガードルと、
　前記ガードルの上方のクラウンと、
　前記ガードルの下方のパビリオンと、
　キューレットとを備えていて、
　　前記クラウンは、ガードル分岐点とテーブル分岐点とテーブルとを備え、前記テーブ
ル分岐点は、三角形の形状のファセットにカットされていて、　前記ガードル分岐点は、
三角形及び四辺形の形状のファセットにカットされていて、
　前記パビリオンは、２対の対向するパビリオン側部と４つのパビリオンコーナーとによ
って形成された幅と長さを有していて、
　前記パビリオンは、４つのパビリオン段部を備えていて、この４つのパビリオン段部は
、
　前記ガードルと第１段部ファセット接合部とに隣接する第１段部と、
　前記第１段部ファセット接合部と第２段部ファセット接合部とに隣接する第２段部と、
　前記第２段部ファセット接合部と第３段部ファセット接合部とに隣接する第３段部と、
　前記第３段部ファセット接合部と前記キューレットとに隣接する第４段部とを有し、
　前記第１段部、第２段部、第３段部、そして第４段部の各々は、複数のファセットを備
え、前記第１段部のファセットの数は、前記第２段部のファセットよりも、少なくとも１
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つ以上多い数であり、
　　前記パビリオンの第１段部は、
　前記対の対向するパビリオン側部に３つのファセットと、
　前記各４つのパビリオンコーナーに３つのファセットとをさらに備え、
　　前記対の対向するパビリオン側部の３つのファセットはさらに、
　１つの側部主第１段部ファセットと、
　２つの側部第１段部ファセットとを備え、
　　前記各４つのパビリオンコーナーの３つのファセットは、
　１つの主コーナー第１段部ファセットと、
　２つの側部コーナー第１段部ファセットとを備え、
　　前記パビリオンの第１段部のファセットの各々は、三角形であり、
　　前記クラウンの三角形状のファセットは、
　前記テーブルに隣接する８つのスターファセットと、
　前記ガードルに隣接する８つのクラウン側部上方ガードルファセットと、
　前記ガードルに隣接する８つのクラウンコーナー上方ガードルファセットとを備え、
　　前記四辺形の形状のファセットは、
　４つの主クラウンファセットと、
　４つの主コーナークラウンファセットとを備え、
　　前記パビリオンの第２段部と前記第３段部とは、４つのパビリオン主側部ファセット
と４つのパビリオンコーナーファセットとを夫々備え、
　　前記パビリオンの第４段部は、４つのパビリオンファセットを備え、
　　前記パビリオンの第２段部と前記パビリオンの第３段部とは、
　前記各対の対向するパビリオン側部上の１つのファセットと、
　前記各４つのパビリオンコーナー上の１つのファセットとを備えている、宝石。
【請求項２】
　混合カットされた宝石であって、
　ガードルと、前記ガードルの上方のクラウンと、キューレットとを備え、
　前記クラウンは、ガードル分岐点、テーブル分岐点、そしてテーブルを有し、
　前記テーブル分岐点は、三角形の形状のファセットにカットされていて、
　前記ガードル分岐点は、三角形および四辺形の形状のファセットにカットされていて、
　前記ガードルの下方に備えられ、２対の対向するパビリオン側部と４つのパビリオンコ
ーナーとによって形成された幅と長さを有し、そして４つのパビリオン段部を備えている
パビリオンを有し、
　前記４つのパビリオン段部は、
　前記ガードル側から第１段部、第２段部、第３段部、そして第４段部を有し、
　前記第１段部、第２段部、第３段部、そして第４段部の各々は、複数のファセットを有
し、前記第１段部のファセットの数は、前記第２段部のファセットよりも、少なくとも１
つ以上多い数であり、
　　前記パビリオンの第１段部は、
　前記対の対向するパビリオン側部に３つのファセットと、
　前記各４つのパビリオンコーナーに３つのファセットとをさらに備え、
　　前記対の対向するパビリオン側部の３つのファセットはさらに、
　１つの側部主第１段部ファセットと、
　２つの側部第１段部ファセットとを備え、
　　前記各４つのパビリオンコーナーの３つのファセットは、
　１つの主コーナー第１段部ファセットと、
　２つの側部コーナー第１段部ファセットとを備え、
　　前記パビリオンの第１段部のファセットの各々は、三角形であり、
　　前記クラウンの三角形状のファセットは、
　前記テーブルに隣接する８つのスターファセットと、
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　前記ガードルに隣接する８つのクラウン側部上方ガードルファセットと、
　前記ガードルに隣接する８つのクラウンコーナー上方ガードルファセットとを備え、
　　前記四辺形の形状のファセットは、
　４つの主クラウンファセットと、
　４つの主コーナークラウンファセットとを備え、
　　前記パビリオンの第２段部と前記第３段部とは、４つのパビリオン主側部ファセット
と４つのパビリオンコーナーファセットとを夫々備え、
　　前記パビリオンの第４段部は、４つのパビリオンファセットを備え、
　　前記パビリオンの第２段部と前記パビリオンの第３段部とは、
　前記各対の対向するパビリオン側部上の１つのファセットと、
　　前記各４つのパビリオンコーナー上の１つのファセットとを備えている、宝石。
【請求項３】
　前記キューレットは、実質的に点の形状である請求項１もしくは２の混合カットされた
宝石。
【請求項４】
　前記キューレットは、実質的に前記テーブルに平行な正方形のファセットの形状である
請求項１もしくは２の混合カットされた宝石。
【請求項５】
　前記クラウンは、２６°と３０°の間のクラウン角度を有している請求項１ないし４の
いずれか１の混合カットされた宝石。
【請求項６】
　前記クラウンは、２８°のクラウン角度を有している請求項１ないし４のいずれか１の
混合カットされた宝石。
【請求項７】
　前記クラウンは、９％と１１％の間の深さを有している請求項１ないし６のいずれか１
の混合カットされた宝石。
【請求項８】
　前記ガードルは幅を有していて、前記テーブルは幅とその幅によって画定される寸法と
を有していて、前記テーブルの寸法はガードルでのクラウンの幅の６０％と６５％の間で
ある請求項１ないし７のいずれか１の混合カットされた宝石。
【請求項９】
　前記ガードルは幅を有していて、前記テーブルは幅とその幅によって画定される寸法と
を有していて、前記テーブルの寸法はガードルでのクラウンの幅の６２％である請求項１
ないし７のいずれか１の混合カットされた宝石。
【請求項１０】
　前記テーブルは、８角形である請求項１ないし９のいずれか１の混合カットされた宝石
。
【請求項１１】
　前記パビリオンは、５５°と６０°の間のパビリオン角度を有している請求項１ないし
１０のいずれか１の混合カットされた宝石。
【請求項１２】
　前記パビリオンは、５７°のパビリオン角度を有している請求項１ないし１０のいずれ
か１の混合カットされた宝石。
【請求項１３】
　前記パビリオンは、４５％と４７％の間のパビリオン深さを有している請求項１ないし
１２のいずれか１の混合カットされた宝石。
【請求項１４】
　前記パビリオンの第1段部は、前記パビリオンの全体の深さの３分の１を備えていて、
前記第１段部と前記キューレットとの間のパビリオン段部は、一体になって前記パビリオ
ンの深さの３分の２を作り上げている請求項２の混合カットされた宝石。
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【請求項１５】
　前記パビリオンの第２段部ないし第４段部は、同一の深さである請求項１４の混合カッ
トされた宝石。
【請求項１６】
　前記パビリオンの第１段部は、前記パビリオンの全体の深さの３分の１の深さであり、
前記パビリオンの第２段部、第３段部および第４段部は、一体になって前記パビリオンの
全体の深さの３分の２の深さを有している請求項１ないし５のいずれか１の混合カットさ
れた宝石。
【請求項１７】
　前記パビリオンの第２段部、第３段部および第４段部は、同一の長さである請求項１６
の混合カットされた宝石。
【請求項１８】
　前記パビリオンの第１段部は、８つ以上のファセットを備えている請求項１ないし１７
のいずれか１の混合カットされた宝石。
【請求項１９】
　前記パビリオンの第１段部は、２４のファセットを備えている請求項１ないし１７のい
ずれか１の混合カットされた宝石。
【請求項２０】
　前記パビリオンの第１段部の各対向するパビリオン側部と、前記パビリオンの第１段部
の各パビリオンコーナーとは、複数のファセットを備えている請求項１ないし１９のいず
れか１の混合カットされた宝石。
【請求項２１】
　前記全てのパビリオンの側部主第１段部ファセットと前記全てのパビリオンの主コーナ
ー第１段部ファセットは、前記ガードル平面と５５°と６０°の間の角度を形成している
請求項１もしくは２の混合カットされた宝石。
【請求項２２】
　前記全てのパビリオン第１段部の側部主ファセットと前記全てのパビリオン第１段部の
主コーナーファセットは、前記ガードル平面と５７°の角度を形成している請求項１もし
くは２の混合カットされた宝石。
【請求項２３】
　前記各パビリオン側部第１段部ファセットは、前記ガードル平面と５６°と５７°の間
の角度を形成している請求項２１もしくは２２の混合カットされた宝石。
【請求項２４】
　前記各パビリオン側部第１段部ファセットは、前記ガードル平面と、前記主コーナー第
１段部ファセットおよび前記主側部第１段部ファセットと前記ガードル平面との交差部よ
り小さい１°と２°の間の角度を形成している請求項２１ないし２３のいずれか１の混合
カットされた宝石。
【請求項２５】
　前記側部コーナー第１段部ファセットは、前記ガードル平面と、前記各主コーナー第１
段部ファセットおよび前記ガードル平面とによって形成された角度より小さい１／２°と
１°の間の角度を形成している請求項２１ないし２３のいずれか１の混合カットされた宝
石。
【請求項２６】
　前記クラウンコーナー上方ガードルファセットと前記各クラウン側部上方ガードルファ
セットとは、前記ガードル平面と２８°と３２°の間の角度を形成している請求項１もし
くは２の混合カットされた宝石。
【請求項２７】
　前記クラウンコーナー上方ガードルファセットと前記各クラウン側部上方ガードルファ
セットとは、前記ガードル平面と３０°の角度を形成している１もしくは２の混合カット
された宝石。



(5) JP 4382359 B2 2009.12.9

10

20

30

40

50

【請求項２８】
　前記各スターファセットは、前記ガードル平面と２５°と２９°の間の角度を形成して
いる請求項１もしくは２の混合カットされた宝石。
【請求項２９】
　前記各スターファセットは、前記ガードル平面と２７°の角度を形成している請求項１
もしくは２の混合カットされた宝石。
【請求項３０】
　前記各主クラウンファセットと前記各主コーナークラウンファセットとは、前記ガード
ル平面と２６°と３０°の間の角度を形成している請求項１もしくは２の混合カットされ
た宝石。
【請求項３１】
　前記各主クラウンファセットと前記各主コーナークラウンファセットとは、前記ガード
ル平面と２８°の角度を形成している請求項１もしくは２の混合カットされた宝石。
【請求項３２】
　前記パビリオンの第１段部、前記パビリオンの第２段部および前記パビリオンの第３段
部の前記ガードル平面に対して形成された角度は、１０°ずつ減少している請求項１の混
合カットされた宝石。
【請求項３３】
　対向するパビリオン側部の前記第２段部対上のファセットと前記４つのパビリオンコー
ナーとは、前記ガードル平面と４５°と５０°の間の角度を各形成する請求項１もしくは
２の混合カットされた宝石。
【請求項３４】
　対向するパビリオン側部対の前記第２段部上のファセットと前記４つのパビリオンコー
ナーは、前記ガードル平面と４７°の角度を各形成する請求項１もしくは２の混合カット
された宝石。
【請求項３５】
　対向するパビリオン側部対の前記第３段部上のファセットと前記４つのパビリオンコー
ナーとは、前記ガードル平面と３５°と４０°との間の角度を各形成している請求項１も
しくは２の混合カットされた宝石。
【請求項３６】
　対向する対のパビリオン側部の前記第３段部上のファセットと前記４つのパビリオンコ
ーナーとは、前記ガードル平面と３７°の角度を各形成している請求項１もしくは２の混
合カットされた宝石。
【請求項３７】
　前記パビリオンの第４段部は、前記ガードル平面と３０°の最小の角度を形成している
請求項１の混合カットされた宝石。
【請求項３８】
　宝石は、前記ガードルの幅の約６３％から６７％の全体の深さを有している請求項３７
の混合カットされた宝石。
【請求項３９】
　宝石は、前記ガードルの幅の６５％の全体の深さを有している請求項３８のいずれか１
の混合カットされた宝石。
【請求項４０】
　前記ガードルと前記主コーナー第１段部ファセットとは、パビリオン角度を形成し、
　前記パビリオン側部コーナーファセット角度は、１／２°から１°小さいパビリオン角
度に等しくて、
　前記パビリオンの側部第１段部ファセットは、１°から２°小さいパビリオン角度に等
しい請求項１もしくは２の混合カットされた宝石。
【請求項４１】
　前記主クラウンファセットと前記ガードルは、クラウン角度を形成し、
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　前記各上部ガードル角度は、前記クラウン角度プラス２°に等しくて、
　前記各スターファセット角度は、１°小さい前記クラウン角度に等しい請求項１もしく
は２の混合カットされた宝石。
【請求項４２】
　前記ガードルと前記主コーナー第１段部ファセットとは、パビリオン角度を形成し、
　前記第２段分のパビリオン側部のファセット角度は、１０°小さい前記パビリオン角度
に等しく、
　前記第２段部のパビリオンコーナーのファセット角度は、１０°小さい前記パビリオン
角度に等しい請求項１もしくは２の混合カットされた宝石。
【請求項４３】
　前記ガードルと前記主コーナー第１段部ファセットとは、パビリオン角度を形成し、
　前記第３段部のパビリオン側部のファセット角度は、２０°小さい前記パビリオン角度
に等しく、
　前記第３段部のパビリオンコーナーのファセット角度は、２０°小さい前記パビリオン
角度に等しい請求項１もしくは２の混合カットされた宝石。
【請求項４４】
　前記第４段部は、前記ガードルと少なくとも３０°の角度を形成する請求項１の混合カ
ットされた宝石。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は宝石(gemstone)に関し、特に、観察者がダイヤモンド材料の深みを容易に認識
し判断することができるように、この分野において現在知られているカットデザインと直
ぐにまた認識可能に異なっていて、ダイヤモンドを特徴付けるコントロールされた輝き(b
rilliance)および分散(dispersion)用の独特のカットデザインに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ダイヤモンドは、極めて過酷な条件で地球の深部において数百万年に亘って生成された
極めて硬い基質である。極めてまれでありまた獲得するのが困難であり、ダイヤモンドは
、輝き、分散およびきらめき(scintillation)を含むカットされた石(stone)の独特で魅惑
的な特別の特性の故に、需要者にとって手に入れたいものである。光学的特性のこの組み
合わせはダイヤモンド材料独特のものであり、これはダイヤモンドが上手にカットされた
場合最大になる。カットのファセット配置(facet arrangement)は、ダイヤモンドの美し
さを表わすために必要な光の相互作用をコントロールするのに本質的なものである。
【０００３】
　輝きは、ファセット反射によって観察者に反射して戻る石のテーブル(table)を通過す
る光の量に関連する。クラウン(crown)を通ってダイヤモンドに入った光は、一方のパビ
リオン側部(pavilion side)に衝突して反対側のパビリオン側部に跳ね返り、クラウンを
通って反射して観察者に戻る。全てのファセット(facet)は、この光の相互作用を達成す
るために、最適には２４．５°の臨界角度を維持する。石のデザインにおける臨界角度を
取り巻く加工の失敗は、クラウンに入りパビリオン(pavilion)を通ってダイヤモンドから
出る光が、クラウンを通って反射するのに替わり暗くなることとなり、さえない(dull)石
となる。
【０００４】
　ファイヤー(fire)としてもまた知られる分散は、石のクラウンに入る白色光が、スペク
トル色に分解されてクラウンを通って観察者に戻る度合いの測定値である。分散は、屈折
指標に基づいていて、光が空気から石に通過するときに曲がる光の度合いの測定値である
。ダイヤモンドは、自然で透明な宝石用の１つの最も高い屈折指標を有している。分散は
、光がダイヤモンドに入って出る方法、石のデザインの内部ファセット数、および光線が
ダイヤモンドのファセット接合部を交差して拡がる回数をコントロールするファセット角
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度(facet angle)によって影響される。これらのファクターは、仕上げられたダイヤモン
ドによって生成されるファイヤーに直接影響し、それゆえ分散はまた、ダイヤモンドがカ
ットされる方法とそのカットで採用された角度によって影響される。
【０００５】
　しばしばダイヤモンドの光沢(sparkle)と同等視されるきらめきは、石または観察者の
位置が光の下で移動した場合に得られる異なった光のパターンの指標(indicator)である
。きらめいているダイヤモンドの最良の例は、丸められた(round)ブリリアントカット(br
illiant cut)に見出される。これらはテーブルから見た場合ダイヤモンドのキューレット
(culet)から放射する８点スター(eight-point star)を表す。最適なきらめきは、適切な
ファセット対称の結果である白い閃光(flash)であっても快適さを表わす。
【０００６】
　ファセット配置を含むカットは、ダイヤモンドの美しさに対する人間の貢献であり、輝
き、きらめきおよび分散の品質に重要な影響を有する。つり合いは、カットの魅力のキー
である。種々の部品とファセットとの寸法および角度との間の関係は、ダイヤモンドの視
覚的訴えの最も重要な要素である輝き、光沢およびファイヤーの現われを上手に組み合わ
せなければならない。近代的なダイヤモンドカットは、何百年もの研究、および、これら
の独特で高く評価されたダイヤモンド品質をいかにして現わすかの経験の結果である。バ
イヤーを引き付けるために、従来のダイヤモンドカットに替えて、ダイヤモンドが気の利
いたものとして目立つように、ダイヤモンドバイヤー用に新規で認識可能なダイヤモンド
のカットを作り出すことが望ましい。その結果、所望のダイヤモンドの品質の輝き、分散
およびきらめきを最も効果的に最適化するいくつかのカットが工業的標準となってきた。
従来の宝石カットは、ブリリアントカット、ステップカット(step cut)、およびハイブリ
ッドカットすなわち混合カット(mixed cut)の３つの一般的な範疇に分類される。
【０００７】
　ブリリアントカットは、従来丸められたカット石を作り出すために使用された。このカ
ットは、最大の輝きと分散とを達成するために試みられる。ブリリアントカットクラウン
は、大きな中央テーブルからガードル(girdle)端部に向かって放射する三角形のファセッ
トパターンを採用する。パビリオン主要部は、キューレットからガードルに向かって放射
する。採用された多くのファセットは、クラウンに入る全ての光を屈折させ、パビリオン
ファセットからクラウンを通って戻すように反射するようにして最大の輝きを作り出す。
このようにして、ブリリアントカットは、高度に認識可能で市場性のある石を作り出すダ
イヤモンドのファイヤーを最大化する。ブリリアントカットされた石の多くの変形がこの
分野に存在する。
【０００８】
　ステップカットは、代表的には、三角形または四角形の形状の石に関連して使用される
。ステップカット石において、クラウンファセットは、ガードルに平行な矩形のファセッ
トカットの３つの同心的行(row)が形成され、傾斜したコーナーを有する八角形の形状の
テーブルファセットから放射して出る。ステップカットパビリオンは、代表的には、ガー
ドルと細長いキューレットとの間に、３つの同心的行すなわち段部(step)を有していて、
各段部は、８つの矩形のファセットからなっている。ステップカットは通常、５８のファ
セットを有していて、テーブルを含めてクラウン上に２５、キューレットを含めてパビリ
オン上に２５、そしてガードル上に８ある。ステップカットは、ファセット配置が最大の
輝きと分散を達成しないので、ブリリアントカットされた石よりも著しく反射が少ない石
を製造する。
【０００９】
　ハイブリッドカットすなわち混合カットは、ブリリアントカットされた石に近い輝きと
分散を有するステップカットされた石のクラシックな外観を達成する事を試みるように、
ブリリアントカットとステップファセットの組み合わせを採用している。従来の混合カッ
トされた宝石は、ブリリアントカットパビリオンと組み合わされたステップカットクラウ
ンを採用している。
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【００１０】
　創造的で新しいダイヤモンドカット用の商業的実用性は、ブリリアントとステップカッ
トファセットの混合を有する高度に反射的なプリンセスカット(Princess cut)、スター形
状の反射を有するエスカーダカット(Escada cut)、５０の明るい反射ファセットを有する
ルシーダ(Lucida)、８０の反射ファセットを有する永遠のカット、およびアショカ(Ashok
a)のような近代的カットに導かれてきた。最も近代的なカットデザインは、市場での特異
性を達成するために最大の輝きと分散とを達成することに焦点が当てられている。
【００１１】
　しかしながら、ダイヤモンドのこれらの準備は、最大の輝きとファイヤーとを広げるよ
うに試みるけれども、ダイヤモンド材料にとっての独特の深さ、硬さ、および透明さを協
調することに失敗した。ニューヨークのスターリング出版株式会社発行のシューマン(Sch
umann)、ウオルター(Walter)の「世界の宝石」によると、「ダイヤモンドの名前は、その
硬さ（ギリシャア語でアダマス（ａｄａｍａｓ）：征服しがたい）に由来する。硬さにお
いて比較可能なものは全くない；したがってほとんど不滅である」。輝きの全く欠けた石
を生成することは望ましくないので、そのような石はガラス片に類似していて、ダイヤモ
ンドの特別な性質に何らのヒントも与えず、この分野でカットがない事は、輝き、分散お
よびファイヤーの品質の表われと、深さ、硬さ、および透明さの品質との間のバランスを
達成する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明のファセット配置は、輝き、分散およびきらめきの光学的特性間のコントロール
されたバランスを達成するので、１つの特性は、他を圧倒しないでコントロールされた輝
きを提供し、また、石内の深い視野を提供し、ダイヤモンド材料の硬さと透明さのセンス
(sense)を促進する。本発明は、独特で価値のある石を生成するために、光学的品質と臨
界角度を考慮に入れる新しい凝集したデザインを開示している。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　ダイヤモンドのプリズム的特性の故に、カットは一般的に極めて標準的であり、最大の
スペクトル的輝きを達成するために企図された公式(formulaic)の角度を採用する。本発
明は、最大の輝きを探求するのではなく、ガラスのような光沢のない石となる輝きの全体
的欠乏を生成するのを探求するのでもない。それに替わって本発明は、鮮やかな石を作り
出す輝きと、石内への開放視野(open view)を必要とする深さとのバランスを達成するこ
とを探求する。コントロールされ限定された輝きは、観察者にとってパビリオン段部のフ
ァセット配置を容易に見ることを可能にする。このように本発明は、ダイヤモンドを例外
的な所望の石に作る深さ、硬さおよび透明さの付加的な品質を際立たせ、コントロールさ
れ限定された輝きを表わす新規なダイヤモンドカットを述べる。
【００１４】
　本発明は、ブリリアントカットクラウンと変更されたステップカットパビリオンとを上
手に組み合わした混合カットである。混合カットされたダイヤモンドは、この分野では新
しいものではない。しかしながら、本発明における、四角または三角のブリリアントカッ
トクラウンと変更され４つの段部が付けられたパビリオンとの組み合わせは、この分野に
おいて独特である。このハイブリッドカットの製品は鮮やかな石であり、その輝きは、ダ
イヤモンドの深い部分がそこを通って見えるようになる窓を生成することによって、内部
ファセット構造の視野を可能にするのに十分にコントロールされている。ダイヤモンドの
パビリオンファセットの妨害されない視野は、パビリオンの視野がクラウンファセットの
最大化された輝きにより反射された光によって隠されるので、従来のブリリアントカット
では可能ではない。本発明のクラウン角度は、パビリオンファセットの観察を可能にする
ように観察者が妨害されない石内の視野を得るために反射された光を通してみるように、
輝きを局部的にし、またコントロールするために機能する。輝きの量と位置をコントロー
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ルすることによって、観察者は、連続的に続いているステップカットパビリオンのファセ
ット配置を見ることが可能である。石の構造を生成するパビリオンファセットの妨害され
ない視野は、ダイヤモンドの深さと硬さのセンスを伝える。このように、本発明のカット
は、ダイヤモンドそれ自体の完璧さを画定する硬さと透明さを観察者に促進し明瞭にする
。
【００１５】
　カットされたダイヤモンドの比率と、種々の部品の寸法および角度との間の関係は、カ
ットされたダイヤモンドがその光学的ポテンシャルを達成する限度を決定するので、完成
されたダイヤモンドの全体的美しさを生成するのに臨界的である。この新しいダイヤモン
ドのカットの組み合わせは、コントロールされ限定された輝きを有するより深いダイヤモ
ンドを製造する。テーブルはパビリオンの幾何学的デザイン内への視野を枠組みし、石の
深さを宣言する。レースのようなクラウンファセット配置は、輝きの分散ときらめきの光
学的特性を維持する鮮やかな石を生成するために光を分散する。これらの類似していない
カットを上手に組み合わせ、上述した光学的結果を達成する凝集された石を生成するため
に、従来のブリリアントクラウンとステップカットパビリオンとに幾つかの変更がなされ
た。
【００１６】
　従来のブリリアントカットクラウンの反射と分散は、大きなテーブルと共に狭いクラウ
ン角度の使用によって、本発明において変更されてきた。それによって、クラウンから反
射される光の位置と量をコントロールする。反射される光の位置と量をコントロールする
ことによって観察者の注意は宝石内に引きこまれ、ダイヤモンドの深さ、硬さおよび透明
さのセンスを提供する。本発明はさらに、石の臨界角度と共に加工する第１のパビリオン
段部に例外的な非常に小さいガードルファセット角度を採用している。これらの角度は、
ガードルに関して５５°と６０°の間でカットされるが、これはステップカットパビリオ
ンにおいて一般的には採用されない微妙なカットである。石の臨界角度内で依然として加
工され、輝き、分散およびきらめきの光学的特性が維持されているけれども、４つのパビ
リオン段部がデザイン内に加工される。４５％～４７％の驚くべきまた強調されるべきパ
ビリオン深さパーセンテージもまたこのカットに採用される。
【００１７】
　従来のステップカットパビリオンは、パビリオンの第１段部に１６の三角形の下方のガ
ードルファセットを付加することによってさらに変更された。第１のパビリオン段部の各
側部とコーナーとは、３つの三角形のファセットに分割された。これらの急勾配にカット
された三角形の下方のガードルファセットは、ステップカットパビリオンとブリリアント
クラウンを光学的法則に従う凝集された石に上手に組み合わせるけれども、ダイヤモンド
を価値ある材料に作る光学的特性を強調しコントロールすることを可能にする。付加的な
パビリオン第１段部側部とコーナーファセットは、ブリリアントカットクラウンと目視的
整合に配置されているので、クラウンテーブルを通してみた場合、第１段部ファセットの
配置は、クラウンファセット配置と干渉しないがその替わりクラウンファセット配置を反
映(mirror)する。このようにして石の完全性が維持され凝集された石ができる。４つの大
きなクラウンベーゼル(bezel)ファセットの頂点は、テーブルからガードルまで測定した
クラウンファセット配置の各側部の幅が、ガードルから第１段部ファセット接合部までを
測定したものとして、各パビリオン側部の第１段部ファセットの配置長さを反映するので
、テーブルを通して見た場合、パビリオンの第１段部ファセット接合部と整列されている
。
【００１８】
　クラウンファセットはさらに、クラウンテーブルを通してみた場合、第１パビリオン段
部ファセット配置がクラウンファセットの配置をほぼ反映するので、追加された三角形コ
ーナーおよび第１パビリオン段部と整列されている。この整列は、テーブルを通して見た
場合、石のクラウンとパビリオンとの間の目視的接合点を生成し、さらに、石の輝きと石
内への視野に影響を及ぼすクラウンとパビリオンファセットとの間の干渉を阻止する。こ
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の整列はさらに、クラウンの小さいベーゼルファセットとパビリオン主コーナー第１段部
ファセットとの間、クラウンの上方のガードルファセットとパビリオンコーナー側部第１
段部ファセットとの間、および、大きいクラウンベーゼルファセットとパビリオン側部主
第１段部ファセットとの間で反映する効果を生成する。これらのファセットの整列の結果
、テーブルは、石が上方から見られた場合、パビリオンの同心的な第２と第３段部ファセ
ット接合部の綺麗で阻害されない視野を枠組みし、クラウンまたは第１のパビリオン段部
ファセットとの干渉なしでキューレットまで下方へ加工する。各パビリオンコーナーに追
加された２つの三角形のファセットは、パビリオンの丸みのある四角形状を生成する。丸
みのあるパビリオンコーナーは９０°の角度を生成しない。
【００１９】
　さらに、従来のステップカットパビリオンは第１のパビリオン段部を深くカットするこ
とによって変更されてきた。この第１段部は、全体のパビリオンの深さの３分の１を作り
上げる。それに続く第２、第３および第４のパビリオン段部は等しくカットされ、パビリ
オン深さの残りの３分の２を作り上げる。前記ガードル平面に対して大きい角度にカット
された細長い第１段部は、従来のステップカットパビリオンよりもテーブルに関して垂直
により近接して第１段部を生成する。このようにして、石の臨界角度内で加工されるべき
連続した３つの段部を可能にする。この比較的深い第１段部は、石が上方から見られた場
合、ブリリアントカットクラウンのファセットと交差することによる干渉からパビリオン
ファセットを阻止するために必要である。テーブルに隣接したクラウン主ベーゼルファセ
ットの頂点は、パビリオンの第１段部と第２段部との間でファセット接合点と整列される
。この整列は、ダイヤモンドのクラウンとパビリオンとの間の目視的機能的接合点となる
。このように、深くカットされた第１段部は、上から見た石の構造を生成するパビリオン
の連続した第２、第３および第４の段部の視野を可能にする。ステップカットされた代表
的な石において、連続するパビリオンファセットラインは、第１段部のファセットライン
によって視野から隠される。連続する段部のファセット接合部を眺めるために石の内部を
見る能力は、従来のブリリアントカットまたはステップカットされた石では可能でなかっ
た深さ認識を観察者に可能にする。
【００２０】
　本発明において、クラウン角度は、分散と反射用に十分な表面領域を与えるようにカッ
トされる。第１段部は、クラウンのファセット点と第１段部との間に視覚的で凝集された
接続を生成するためにデザインされてきた。深い第１段部は、下方の開放段部(open step
)のコントラストとブリリアントカットクラウンのファイヤーとを強調する。ガードルと
パビリオンの丸められた四角い形状と共に、石の頂部を通して見た場合に目視可能なファ
セット形状、ファセットの量、ファセット角度、ファセットラインのこの組み合わせは、
現在市場に存在しない独特の機能を有する独特で魅力的なデザインを生成する。
【００２１】
　石は一般に異なってカットされ、それゆえ価値がある。本発明に先立つ市場は、需要者
とプロの両方に直ちに認識可能な独特の石の生成である。本発明は、新しいファセットの
追加を超えていくダイヤモンドデザインを存在させるために大きな転換を試みる。ダイヤ
モンドの輝きとファイヤーとを変更し、コントロールし、また維持さえもすることによっ
て、本発明は、観察者にとって、独特の視野体験を生成する石のパビリオンにおけるファ
セット深さを探査することを可能にする。本発明の石は、最初の魅惑的注目によって観察
者から考え込むような容貌を支配し、そして次に、その注目を宝石の心臓部内により深く
引き込む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図に示された本発明の好ましい実施例の記述において、特定の術語は明瞭化のために使
用される。しかしながら、本発明は、選定された特定の用語に限定されるように企図され
ているものではなく、各特定の用語は、類似する方法において類似する目的を達成するた
めに操作するすべての技術的環境を含む。
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【００２３】
　本発明の１つの実施例において、混合カットされた宝石は、ブリリアントカットクラウ
ンと変更されたステップカットパビリオンを備えて提供される。この混合カットされた宝
石は、ガードル、ガードルの上方のブリリアントカットクラウン、ガードルの下方の変更
されたステップカットパビリオン、およびキューレットを備えている。変更されたステッ
プカットパビリオンは、少なくとも２つの段部を備えていて、第１段部１４は、ガードル
１０から第１段部のファセット接合部１１に傾斜して(descending)いて、また、第２段部
１５は、第１段部のファセット接合部からキューレット１８に傾斜している。本発明の好
ましい実施例において、４つのパビリオン段部が備えられている。
【００２４】
　クラウンとパビリオンファセットによって各形成された角度の範囲は、好ましい角度で
ある。採用された正確な角度は、使用された石の性質に依存する。ファセット角度のあら
ゆる調整は、石全体に一様になされる。パビリオン角度は、石の理想を決定するために使
用され、好ましくは５７°であるが、しかしながら理想的は５５°から６０°の範囲であ
る。ファセット角度は、ファセットが前記ガードル平面となす角度である。主コーナー第
１段部ファセットと主第１段部ファセットとは、次に、決定されたパビリオン角度のよう
にガードル平面に関して同一の角度にカットされなければならない。パビリオン側部コー
ナーファセット角度は、パビリオン角度より１／２°から１°小さくなければならない。
パビリオン側部第１段部ファセットのファセット角度は、パビリオン角度より１°から２
°小さくなければならない。主コーナー第２段部ファセットのファセット角度と主第２段
部ファセット角度とは、パビリオン角度を１０°減少することによって決定される。主コ
ーナー第３段部ファセットのファセット角度と主第３段部ファセットとは、第２段部ファ
セット角度を１０°減少することによって決定される。第４のパビリオン段部ファセット
角度は、最小の３０°でなければならない。ファセット角度のこの公式(formulaic)の決
定は、上述した特長を表わす本発明の理想的カット石用の設計図(blueprint)を提供する
。
【００２５】
　クラウン角度は、主コーナークラウンファセットまたは主クラウンファセットのいずれ
かを使用して決定される。クラウン角度の理想は、好ましくは２８°であるが、しかしな
がら、クラウン角度は２６°と３０°との間でもよい。上方のガードルファセットのファ
セット角度は、クラウン角度よりも２°大きくなければならない。スターファセットのク
ラウン角度は、クラウン角度より１°小さくなければならない。ダイヤモンドのこの公式
の表現(representation)は、上述した所望の特性を最良に表わす石を作り出す。
【００２６】
　図２に示されたクラウンの平面図のように、クラウンは、２対のクラウン側部２と４つ
のクラウンコーナー３とによって形成された幅と長さを有している。クラウンは、実質的
に平坦で８角形形状のテーブル１を有している。４つの各対向するクラウン側部は、５つ
のファセットを備えていて、テーブル１に隣接して配置されその平面が２５°と２９°と
の間であって好ましくは２７°でガードルと交差する２つのスターファセット４と、スタ
ーファセット４に隣接して配置されその平面が２６°と３０°との間であって好ましくは
２８°でガードルと交差する１つの大きな主クラウンベーゼルファセット５と、主クラウ
ンベーゼルファセットおよびガードルに隣接して配置されその平面が２８°と３２°との
間であって好ましくは３０°でガードルと交差する２つのクラウン側部上方ガードルファ
セット６とを備えている。
【００２７】
　各クラウンスターファセットは、１°と２°との間であって各クラウンコーナーベーゼ
ルファセットとガードルとの交差部より小さくガードルと交差する。各クラウンコーナー
は、３つのファセットを備えていて、ガードル平面に隣接して配置されその平面が２８°
と３２°との間であって好ましくは３０°でガードルと交差する２つのクラウンコーナー
上方ガードルファセット８と、クラウンコーナー上方ガードルファセットに隣接して配置
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されていて、その平面が２６°と３０°との間であって好ましくは２８°でガードルと交
差する１つのクラウンコーナーベーゼルファセット７とを有している。クラウン側部とコ
ーナー上方ガードルファセットは、クラウン側部およびコーナーベーゼルファセットとガ
ードルとの交差よりも１°と２°との間で大きい程度を有してガードルと交差している。
【００２８】
　正方形すなわち矩形の形状のクラウンは、好ましくは、全部で３３のクラウンファセッ
トを有している。クラウンの形状は、テーブル割合(percentage)によって画定され、テー
ブルの寸法の測定(measure)は、ガードルの直径に関連している。本発明のテーブル割合
は、全クラウンの約６３％と６７％の範囲で好ましくは６２％である。ガードル分岐点(b
reak)の平面とテーブルとの間のクラウン角度は、２５°～３０°の範囲内でなければな
らず、好ましくは３０°である。
【００２９】
　この発明において輝きは最大化されないが、石のパビリオン内への視野領域を可能にし
それによって深さのセンスを生成するためにコントロールされている。ブリリアントカッ
トクラウンは、代表的には、輝きと分散を最大にするために３４°のクラウン角度を使用
してカットする。この発明において、２６°～３０°で好ましくは２８°の狭いカットク
ラウン角度は、６０％～６５％で好ましくは６２％の比較的大きいテーブルと組み合わせ
て使用される。クラウン深さは９％～１１％である。狭いクラウンと大きいテーブルとの
この組み合わせは、クラウンファセットをガードルにさらに近接するようにし、それによ
って、クラウン内の輝きと分散の度合いを維持しながら、石の内部ファセット構造を見る
ための開放テーブル(open table)領域を可能にする。
【００３０】
　３つのパビリオン段部は、代表的にはステップカットパビリオンを画定する。本発明に
おいて、従来のステップカットパビリオンは、第４のパビリオン段部を追加することによ
って変更される。図３の底面図に示されたパビリオンは、ガードルからキューレットに伸
びる２対の対向するパビリオン側部２１と、ガードルからキューレットに伸びる４つのパ
ビリオンコーナー２２とを有している。パビリオンは実質的に中心に設けられたキューレ
ット９で頂点に達する。キューレットは、点または、テーブルに平行な小さい正方形のフ
ァセットを形成する。図４の側面図に示されたパビリオンは、ガードル１０から第１段部
のファセット接合部１１に傾斜している第１段部１４を備えている。このファセット接合
部は、異なった角度の２つの引き続くファセット平面に分割する線である。第２パビリオ
ン段部１５は、第１段部ファセット接合部から第２段部ファセット接合部１２に傾斜して
いて、第３パビリオン段部１６は第２段部ファセット接合部から第３段部ファセット接合
部１３に傾斜していて、第４パビリオン段部１７は、第３段部ファセット接合部からキュ
ーレットに傾斜している。第２と第３のパビリオン段部は、４つのパビリオン主ファセッ
トと４つのパビリオンコーナーファセットとからなる各８つのパビリオンファセットを有
していて、パビリオン部分の臨界角度の周りで加工する２４．５°の角度でカットする。
第４パビリオン段部は、キューレット内で頂点に達する４つの三角形のファセットからな
る。
【００３１】
　本発明によれば、１６の下方のガードルファセットが従来のステップカットをさらに変
更する第１のパビリオン段部に加えられる。第１段部の各４つの対向するパビリオン側部
は、３つの三角形のファセットを備えていて、１つの三角形は主の第１段部ファセット１
９で、２つの三角形は、側部の第１段部ファセット２０である。各パビリオンコーナーは
、同様に３つの三角形のファセットに分割されていて、１つの大きな三角形は、主の第１
段部ファセット２３で、２つの比較的小さな三角形は、コーナー側部第１段部ファセット
２４である。このように、本発明の好ましい実施例において、第１段部は全部で２４のフ
ァセットを備えていて、それらは、１２のパビリオンコーナーまたは主ファセットと、１
２のパビリオン側部下方ガードルファセットである。すべての角度はガードル平面と関連
して画定される。
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【００３２】
　パビリオン三角形主第１段部ファセットは、ガードルと接触する頂点と、第１段部のフ
ァセット接合部と接触する１対の斜めに対向する点を有している。三角形主第１段部ファ
セットの平面は５５°と６０°との間で、好ましくは５７°でガードル平面と交差する。
各パビリオン側部の２つの三角形側部第１段部ファセットは、ガードルと接触する２つの
斜めに対向する点と、第１段部のファセット接合部と接触する頂点とを各有している。２
つの三角形側部第１段部ファセットは、５６°と５７°の間で、好ましくは５８°で、ガ
ードル平面と交差する。２つの三角形側部第１段部ファセットの角度は、１°～２°に維
持されなければならず、コーナー主第１段部ファセットと、主第１段部ファセットがガー
ドル平面と交差する角度より小さい。このカットの製造の最も成功する方法において、比
較的大きい三角形主第１段部ファセットが、ガードルに関して５７°で第１のパビリオン
段部の各側部内にカットされる。次に残りの三角形側部第１段部ファセットが、ガードル
平面に関して５６°と５７°との間で第１のパビリオン段部の各側部内にカットされる。
【００３３】
　４つの三角形主第１段部ファセットは、ガードルと交差する頂点と、第１段部のファセ
ット接合部と交差する２つの斜めに対向する側部の点とを有している。これらのファセッ
トは、ガードル平面に関して約５５°～６０°で好ましくは５７°の角度でカットされる
。各パビリオンコーナーの２つの比較的小さい三角形コーナー側部第１段部ファセットは
、ガードルと交差する１対の斜めに対向する側部の点と、第１段部のファセット接合部と
交差する頂点とを各有している。２つの比較的小さい三角形のコーナー側部第１段部ファ
セットは、ガードルと５６°と５７°との間で交差する。これらのファセットの角度は、
コーナー主第１段部ファセットの角度および主第１段部ファセットの角度よりも僅かに１
／２°～１°小さい。
【００３４】
　従来のステップカットパビリオンのさらなる変形において、パビリオンの第１段部は、
全パビリオン深さの３分の１まで引き続くパビリオン段部より深くカットされる。テーブ
ルからキューレットまでと比較したガードルのキューレットまでの測定値である全パビリ
オン深さは、４５％から４７％である。この深い第１段部はまた、従来のステップカット
よりももっと垂直に近いパビリオンのアウトラインを生成する異常に大きい角度でカット
される。連続して引き続く段部は、パビリオン深さの残りの３分の２を仕上げ、同一深さ
にカットされる。細長い第１段部は、石の寿命を維持するために臨界角度内で依然として
作用しているけれども、切断刃にとって引き続く段部がキューレットと出会うようにする
のを困難にするので、従来のステップカットパビリオン構造に対して直観的な変化ではな
い。パビリオンが全体的に非常に長くなった場合、クラウンに入る光は、石のクラウンを
通って後ろに反射されず、パビリオン側部を通って逃げることとなり、その結果さえない
石になる。しかしながら、この比較的長い第１段部は、石をパビリオンファセットの上か
ら見た場合にクラウンファセットと交差または干渉しないように、第１のパビリオン段部
の付加的なファセットが、クラウンファセットと整列される凝集された石を生成するため
に必要である。本発明の好ましい実施例において、４つのパビリオン段部が提供される。
パビリオン深さの３分の２を作り上げる連続した第２、第３および第４の段部は、第１段
部の長さを調節するために同一長さでカットされる。
【００３５】
　細長い第１段部は、石が上から見られた場合、パビリオンの連続する第２、第３および
第４の段部の視野を可能にする。従来のブリリアントカット石において、パビリオンファ
セットは、輝きと分散とが最大になる方法でカットされたクラウンファセットによって完
全に視野(view)から隠されている。従来のステップカットされた石において、パビリオン
ファセットのラインは、第１段部のファセットラインによって視野から隠されている。本
発明の比較的急勾配の第１段部は、引き続くパビリオンファセットラインの視野を可能に
し、それによって、石の構造の視野を可能にする。さらに、大きいテーブルとクラウンの
第１段部配置は、石内に視野空間を生成するクラウンの周辺にファセットを強制する。連
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続した段部の構造を見るために石内を見る能力は、より深い石のセンスを生成する。これ
は、ファセット視野が、典型的にはクラウンファセットに制限され、これらのファセット
の輝きと分散によって隠される典型的なダイヤモンドカットとは異なる。
【００３６】
　第２のパビリオン段部１５は、ガードル平面に関して４５°と５０°との間で、好まし
くは４７°でカットされた４つの対向する主第２段部ファセットと、ガードル平面に関し
て約４５°と５０°との間で、好ましくは４７°でカットされた４つの対向するコーナー
第２段部ファセットとからなる８つの多角形形状のファセットを備えている。第３段部１
６は、約３５°～４０°で、好ましくは３７°でカットされた４つの対向する主第３段部
ファセットと、ガードル平面の角度に関してほぼ３５°～４０°で、好ましくは３７°で
カットされた４つの対向するコーナー第３段部ファセットとからなる８つのファセットを
備えている。第４のパビリオンファセット段部１７は、キューレットにおいて頂点に達す
る３０°の最小にカットされた４つの三角形状の隣接するファセット側部を備えている。
第４の段部の角度は、石が透明になりすぎたり、寿命または窓開け(windowing)を失うこ
とを阻止するために、少なくとも３０°に維持されなければならない。連続するパビリオ
ン段部の繰り返しパターンは、上方から見た場合石の深さを強調する。与えられた範囲内
で加工し、各パビリオン段部用に約１０°でキューレットに加工していくけれども第１の
３つのパビリオンのファセット角度は減少する。
【００３７】
　４４の段部がこのダイヤモンドのパビリオンを作り上げる。全部で７７のクラウンとパ
ビリオンファセットとがあらゆるキューレットファセットより少なく存在する。　
　ガードル分岐点の平面とキューレットとの間のパビリオン角度は、５５と６０°との間
の範囲で好ましくは５７°でなければならない。　
　石の幅と長さの間の好ましい比率は、１：１から１：５０の範囲内でなければならない
。このように、石は、丸められた(rounded)正方形から丸められた三角形に変えられる。
　ガードルの形状は、丸められたコーナーを有する正方形の形状である。ガードルの厚さ
は、使用されたダイヤモンドに依存して薄いものから厚いものまでの範囲である。ガード
ルはコーナーでは僅かにより厚くなる。　
　宝石の全体の深さは、石の全体の幅と比較して、好ましくは約６３％から６７％で、理
想的には６５％である。　
　パビリオン角度は、５５°と６０°との間の範囲であり、好ましくは５７°である。主
第１段部ファセットとコーナー主ファセットとは、パビリオン角度を決定するために使用
される。パビリオンの深さは４５％と４７％との間である。
【００３８】
　本発明の限られたいくつかの実施例のみが示され詳細に述べられてきたが、今やこの分
野の当業者にとって、添付された請求の範囲によって画定される本発明の目的から逸脱す
ることなく、本発明の多くのまたはすべての目的を満足する多くの変更および修正が明ら
かである。例えば、正方形にカットされた石のみについて示されてきたが、本発明は真っ
直ぐに端部を作られたどのような多角形の石でも意図している。さらに、４つのパビリオ
ン段部を有する石が述べられてきたけれども、本発明は、ここで述べられた独特の第１段
部ファセットと組み合わされたあらゆる複数の段部も意図している。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の斜視図。
【図２】本発明の頂部を示す平面図。
【図３】本発明の底部を示す平面図。
【図４】本発明の側面図。
【図５】本発明のコーナーを示す図。
【図６】ガードル平面でパビリオンから切断した場合に見えるような本発明のクラウンの
頂部を示す平面図。
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【図７】ガードル平面でクラウンから切断した場合に見えるような本発明のパビリオンの
断面図。
【図８】本発明の頂部を示す平面図。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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